
江東区手話通訳者派遣事業実施要綱 

昭和５６年４月１日 

江厚福発第４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第６号の規定に基づく

地域生活支援事業における意思疎通支援事業として、聴覚障害者等に対し手

話通訳者を派遣することにより、聴覚障害者等の自立及び社会参加を促進す

ることを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とし、区長が適当と

認める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して行うも

のとする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５

条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声

若しくは言語機能障害者をいう。 

(2) 手話通訳者 区派遣通訳者又は都派遣通訳者（東京都外において、東京

手話通訳等派遣センターの要請に基づき派遣される者を含む。）をいう。 

(3) 区派遣通訳者 区長が別に定める試験に合格した者で、区長が適当と認

めるものをいう。 

(4) 都派遣通訳者 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会が実施する東

京手話通訳等派遣センター登録認定試験に合格した者で、区長が適当と認

めるものをいう。 

（派遣対象者） 

第４条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等 



(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体 

(3) 前２号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 

（派遣の申請及び決定） 

第５条 手話通訳者の派遣を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

江東区手話通訳者派遣申請書（別記第１号様式）により、社会福祉法人等に

申請するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等は、同項の規定による派遣の申

請について、電子情報処理組織（社会福祉法人等の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して、

江東区手話通訳者派遣申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを社

会福祉法人等に送信することにより行わせることができる。 

３ 社会福祉法人等は、第１項又は前項の規定による申請があったときは、そ

の内容を審査し、前条第１号に掲げる者にあっては申請の理由が別表に定め

る対象事項に該当することを、前条第２号に掲げる団体にあっては申請の理

由が研修会、講演会、会議等であることを確認の上、適当と認めるものにつ

いては江東区手話通訳者派遣決定通知書（別記第２号様式）により、不適当

と認めるものについては江東区手話通訳者派遣申請却下通知書（別記第３号

様式）により、当該申請者に通知する。この場合において、社会福祉法人等

は、当該申請者が都派遣通訳者の派遣を希望した場合であっても、別表の対

象事項の欄を踏まえ、重大又は複雑な事項でないと認めるときは、区派遣通

訳者を派遣することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等は、第２項の規定による申請に

ついては、電子情報処理組織を使用して前項の江東区手話通訳者派遣決定通

知書又は江東区手話通訳者派遣申請却下通知書に記載すべき事項を送信する

ことによって、前項の江東区手話通訳者派遣決定通知書又は江東区手話通訳

者派遣申請却下通知書による通知に代えることができる。 

５ 前２項の規定にかかわらず、社会福祉法人等は、当該申請が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、手話通訳者を派遣しない。 

(1) 申請の理由が営業活動、政治活動若しくは政党活動又は宗教活動に関す



る場合 

 (2) 手話通訳者の派遣元から派遣が困難であると回答があった場合 

(3) 前２号に掲げるもののほか、社会福祉法人等と区長が協議し、不適当と

認める場合 

（費用負担） 

第６条 手話通訳者の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、手話通訳者の

派遣を受けた者が申請した派遣場所から、職務上の理由により手話通訳者が

移動する場合に要する交通費については、手話通訳者の派遣を受けた者が負

担するものとする。 

（実施報告） 

第７条 手話通訳者は、派遣業務を実施したときは、江東区手話通訳者派遣実

施報告書（別記第４号様式）により、登録している江東区社会福祉協議会又

は東京聴覚障害者福祉事業協会を経て、区長に報告するものとする。 

（守秘義務） 

第８条 手話通訳者は、派遣業務に関して知り得た秘密を他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならない。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定

める。 

附 則 

この規程は、平成３年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１１年４月１から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

対象事項 事例 

病院等に関すること。 病気、出産、健康管理、申請等 

介護、福祉等に関すること。 申請、相談、手続等 

行政手続、会議等に関すること。 会議、交渉、懇談会、公民権の行使

等 

保育所等に関すること。 申請、相談、入園、父母会等 

就職に関すること。 就職、転職、失業等 

住居に関すること。 借家、手続等 

学校等に関すること。 入学、父母会、教育相談等 

講演会等に関すること。 連続しない講演会、講座等 

裁判、警察等に関すること。 相談、手続、訴訟等 

その他社会福祉法人等と区長が協議

し、適当と認める事項 

 



 



 



 



 

 


